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募集・催し

血液は長期保存や人工的に作る
ことができません。必要な血液を
確保するためには、皆さんからの
献血が必要です。献血へのご理解
とご協力をお願いします。
日・場　12月11日（火）
　　　　午前９時～10時 会津坂下警察署

午前11時～正午 八洲ゴム工業㈱
午後１時30分～３時 ㈱坂下電子光学
   　　　　　第2工場
午後４時～５時 会津農林高校

対　①200ml�16歳以上の方
　　　　　　　（男性45㎏・女性40㎏以上）
　　　400ml�男性17歳・女性18歳以上の方
　　　　　　　（男女とも50㎏以上）

※65歳以上は、60～64歳までに献血経験のある
方に限る

　②過去に輸血の経験がなく、健康な方
　③高血圧治療薬内服の方は、血圧が正常域にコン

トロールされ、合併症がない場合は可能
問　生活課　福祉健康班（③窓口）　☎93-6169

献血にご協力ください

第８回健康教室　

催し

催し

１月14日に開催される「坂下初市奇祭大俵引き」
の引き子を募集します。引き子は１年間無病息災にな
ると言われ、全国から多くの方が参加しています。参
加者には、この１年の福を祈願して福豆俵と御神米が
進呈されます。ぜひ奮ってご参加ください。
※下帯・足袋は協会が準備します。
日　１月14日（月・祝）
期　12月25日（火）まで申し込み
対　15歳（高校生）以上
申　（一社）会津坂下町観光物産協会　☎83-2111

事業所得（農業含む）、不動産所得や山林所得を有
する全ての住民税・所得税の白色申告者の方は平成
26年1月から帳簿の記帳と保存が義務付けられていま
す。税務署では、記帳と帳簿書類の保存制度の概要や
平成30年分の確定申告のための決算方法を説明する

「決算説明会」を次のとおり実施します。
開催年月日 時　間 場　所

12月12日
（水）

午前10時～11時30分
午後１時30分～３時

会津若松市役所
河東支所２階

「大会議室」

12月14日
（金） 午後１時30分～３時

会津坂下町
中央公民館２階

「大研修室」

問　会津若松税務署　個人課税第一部門
　　☎27-4314

地域の役に立ちたい、新しいことにチャレンジした
いという方向けに、ボランティアについて学ぶ講演会
を開催します。ぜひお越しください。
日　12月15日（土）午後１時30分
場　中央公民館　大研修室
内　ボランティアの意義
　　町ボランティアセンターの紹介など
対　ボランティア活動をはじめたい方

　ボランティアについて学びたい方
問　中央公民館 ☎83-3010

　会津坂下町社会福祉協議会 ☎83-1368

「坂下初市奇祭大俵引き」 引き子募集

白色申告決算説明会について

ボランティア初心者向け
講演会を開催

募集

催し

催し

問　会津医療センター（患者支援センター）
　　☎75-2238

日　12月７日（金）
　　午後１時30分
　　　　～２時30分
場　会津医療センター
　　２階　会議室
講師：耳鼻咽喉科学講座
　　　准教授　横山秀二



17

催し・暮らし

平成31年の会津坂下町新春交歓会を下記のとおり
開催します。
日　１月４日（金）
　　午後３時から（受付：午後２時～）
場　パストラルホール坂下
費　2,000円

参加を希望される方は12月17日（月）まで会費
を添えて、申し込みください。

申・問　総務課　行政管理班
　　　　☎84−1503

事業主の皆さん、労働保険の
加入手続きはお済みですか？暮らし

11月は「労働保険適用促進強化期間」です。雇用
形態にかかわらず一人でも労働者を雇っている事業主
は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務
があります。詳しくは下記までお問い合せください。
問　福島労働局　総務部　労働保険徴収室
　　☎024-536-4607

各相談のお知らせ

新春交歓会

相談

催し

人権・行政合同相談会
　人権に関することや役所への苦情や問題などの
相談に応じます。
日　12月４日（火）午前10時～午後３時
場　保健福祉センター
申・問　生活課　戸籍環境班（①窓口）　
　　　　☎84-1500

行政書士による相談会
　売買契約書、土地建物の許認可、遺言・相続・
離婚の書類作成や、申請手続きなどに応じます。
日　12月６日（木）午前９時30分～正午
場　保健福祉センター
申・問　生活課　戸籍環境班（①窓口）　
　　　　☎84-1500

弁護士による無料法律相談会
　毎日の生活の中での心配ごと、悩みごとなど、
お気軽にご相談ください。※ 前日までにお申し込
みください。

日　12月７日（金）午前10時～午後３時
場　保健福祉センタ−
申・問　会津坂下町社会福祉協議会　☎83-1368

固定資産税は、毎年１月１日の賦課期日に固定資産
（土地・家屋・償却資産）を所有している方が、固定
資産の所在する市町村に納める税金です。

下記事項に留意して、不明な点は下記までお問い合
わせください。
▼住宅や車庫、倉庫などを新築・増築した場合

年内（12月末まで）に完成した家屋は、来年度
の課税対象となるため「家屋評価」を行います。既
に完成し、まだ評価が済んでいない場合や、年内に
完成予定である場合はお知らせください。

▼家屋の滅失届について
家屋を取り壊した時は届け出をしてください。来

年度より、滅失分の家屋について固定資産税がかか
らなくなります。届け出を忘れると、既になくなっ
た家屋にも課税される場合がありますのでご注意く
ださい。

▼償却資産の申告について
事業者が事業を営むために毎年１月１日現在で所

有している機械・設備・備品などの償却資産につい
ては、１月31日までにその資産が所在する市町村
に申告する義務（地方税法第383条）があります。
昨年度申告された方には「償却資産申告書」を送付
しますので、新規購入分や廃棄分について申告して
ください。新たに事業主となり、償却資産を所有す
ることになった方はご連絡ください。

問　総務課　税務管理班　☎84-1502

固定資産税について暮らし
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暮らし

問　建設課　上下水道班　☎84-1530

▼水道メーター検針について
　冬期間（１～３月）は積雪のため、一部を除き水道メーターの
検針を行いません。前３か月の使用水量をもとに算定した推定の
料金となります。過不足については４月以降の料金で精算しま
す。

▼水道管の凍結に気をつけましょう
　気温がマイナス４℃以下になると、凍結による水道管の破裂やヒビ割れなどで、漏水事故が大変多くな
ります。給水装置の修理費用はお客様の負担になりますので、漏水を早期発見するために、水道メーター
を確認してください。家中の蛇口を全部閉めて水道メーターのパイロットが回っている時は、漏水の可能
性があります。

▼水道防寒のしかた
①凍結防止器（ヒーター）を取り付けている場合は、スイッチを忘れずに入れてください。
②保温材を巻きます。毛布・布などでも有効ですが、濡れないように上からビニールなどを巻いてくださ

い。蛇口は破裂しやすいので完全に包んでください。
③メーターボックスの中に発泡スチロールなどを入れ、メーターボックスの上に段ボールなどをのせて保

温してください。

▼水道が凍って出ないとき
　水道管にタオルをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かします。熱湯を水道管に直接か
けると破裂やヒビ割れすることがありますので注意してください。

▼水道管が破裂したとき
　破裂した部分に布かテープを巻きつけて応急手当をしてから、指定給水工事事業者へ修理を依頼してく
ださい。なお、メーターボックス内のレバーや不凍栓がある場合は、栓を閉めてください。

 水道修繕工事休日当番業者について 
　これから寒さが一段と厳しい季節となります。除雪や凍結などにより、ご家庭の水道設備が壊れた場合
は、直接指定給水工事事業者に修理を依頼してください。

冬期間の水道について暮らし

冬期間の水道修繕工事休日当番業者

12 月 2（日）・9（日）・16（日）・23（日）・24（月）・29（土）
30（日）・31（月）

㈲あいづリフォームサービス
☎ 83-2693

1 月 1（火）・2（水）・3（木）・6（日）・13（日）・14（月）
20（日）・27（日）

八ッ橋設備㈱
☎ 27-3925

2 月 3（日）・10（日）・11（月）・17（日）・24（日） ㈱アクーズ会津
☎ 28-4111

3 月 3（日）・10（日）・17（日）・21（木）・24（日）・31（日） 会津メンテ㈱
☎ 27-4151
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身体的虐待

性的虐待

怠慢・拒否（ネグレクト）

心理的虐待

空気が乾燥し、雪もチラつき始める季節となりまし
た。消防では、年末・年始特別警戒を実施します。

イベントごとが多く、ご家庭で過ごす時間が増える
この時期、以下のことに注意し、今一度我が家の火の
元点検に努めてください。
・暖房器具の取り扱いに、十分ご注意ください
・ストーブの上に洗濯物を干さないでください
・揚げ物を揚げているときは目をはなさないでください
・タバコの不始末には十分気をつけてください
・寝タバコは絶対にしないでください

　子どもが不審者に声をかけられる事
案の多くは、下校時間帯の午後１
時～５時に発生しています。

午後４時を目安とした早めのライト点灯
原則上向きライト点灯
歩行者等は夜光反射材、懐中電灯の活用

　犬の散歩、買い物、庭の掃除、ウォー
キング、ジョギングなど日常生活の中
で、子どもたちを見守る防犯活動です。
　子どもたちの下校時間にあわせて、
ながら見守りをしましょう。

　不審者を見かけたら、すぐに通報してください。

○ハンターの方へ
　狩猟のルールやマナーを守って事故を防止しましょう。
○一般の方へ

危険な狩猟を見かけたときはすぐに通報
してください。
山や川などに行く場合は、狩猟していな
いか注意してください。

注　意

会津坂下警察署からのお知らせ注意

問　会津坂下警察署　☎83-3451

会津坂下町内街頭犯罪等発生状況（平成30年10月31日現在）
区　分 管内 会津坂下町 区　分 管内 会津坂下町

強 盗 自 販 機 ね ら い 7 5
空 き 巣 1 1 車 上 ね ら い 9 5
忍 び 込 み 1 ひ っ た く り
事務所荒らし 3 3 部 品 ね ら い 2 2
出 店 荒 ら し 強 制 わ い せ つ
自 動 車 盗 2 2 街 頭 犯 罪 合 計 30 22
オートバイ盗 1 1 その他刑法犯等 59 44
自 転 車 盗 4 3 全 刑 法 犯 89 66
特徴：事務所荒しや車上狙いが発生しています。
　　  ・貴重品などを社内に置きっ放しにしないようにしましょう！
　　  ・短時間駐車でも必ずエンジンキーを抜きドアロックしましょう！
※その他刑法犯等には、暴行、傷害、万引き、詐欺、器物損壊など

の犯罪発生件数が含まれます。（平成 30 年１月１日からの累計数）

みんなで地域の子どもたちを守ろう！

狩猟が始まります

児童虐待の早期発見にご協力を！

ＰＭ４（ピーエム・フォー）　　　　　　運動！

年末・年始特別警戒実施
12月15日～平成31年1月15日

11月1日（木）から
平成31年２月28日（木）までの間

11月15日（木）から平成31年２月15日（金）までの間
イノシシ猟、シカ猟に限り平成31年３月15日（金）までの間

実施期間

実施期間

発見した場合は、すぐに児童相談所や警察などに通報を！

声かけは午後１時～５時に多い！

注意 会津坂下消防署からのお知らせ

問　会津坂下消防署　☎83-4100

 お詫びと訂正 　11月号11ページ「第30回ふくしま駅
伝」内の会津坂下町チーム選手候補紹介のコーナー
で掲載した松本拓真さんの行政区に誤りがありました。
正しくは下記のとおりです。お詫びして訂正します。

誤）（村田）　⇒　正）（履形）

ワンクリック詐欺知ってますか？
サイトにアクセスしたときや、年齢認

証ボタンなどをクリックすると
　登録手続きが終了した
　登録料金　○○万円
　登録解除連絡先　○○○○○○○○
などとメッセージが表示され、連絡先電話番号に電話
をすると解除手続き料金などの理由で電子ギフト券な
どによる高額支払いを要求されるものです。

なりすまし詐欺の被害防止

｢ながら見守り｣って？

なりすまし詐欺防止
キャラクター

カクニンジャー福くん

スマホの約束６か条
「あ」会わないで！（知らない人と）
「と」撮らないで！（自分の裸を）
「が」画像を送らないで！
「こ」個人情報を載せないで！
「わ」悪口を書き込まないで！
「い」いじめないで！（ネットを使って）

インターネット被害防止
｢あ･と･が･こ･わ･い｣ 運動実施中

　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく
揺さぶる、煙草の火を押し付ける、
熱湯をかける、溺れさせる など

　性的暴力、性的行為を強要
する、児童ポルノの被写体にす
る など

　食事を与えない、ひどく不
潔にする、家に閉じ込める、
自動車の中に放置する など

　言葉による脅し、無視、子
どもの目の前で家族などに暴
力をふるう など

ライトオン

事前に契約内容が表示されていなければお
金を支払う必要はないでござる。
また、電子ギフト券による支払を求められた
ら詐欺の可能性が高いでござる。

連絡せずに、無視するんじゃー！




